
南砺市行政改革大綱・第３次南砺市行政改革実施計画 
 
１．改訂の趣旨 

南砺市では、平成２９年３月に策定された南砺市行政改革大綱［改訂版］および第２次

南砺市行政改革実施計画に基づき、事務事業の見直し・組織機構の改革・財政の健全化・

職員数の削減等に取り組んできましたが、本年度末で本実施計画の期間が終了します。こ

れまで以上に厳しさが増す財政状況や社会情勢等を踏まえ、総合計画で定められた事務事

業の着実な推進と喫緊の諸課題に対応すべく、本大綱の改訂及び実施計画の策定を実施し、

更なる行政改革を推進します。 
 
２．主な改訂内容と改革推進の視点  
（１）主な改訂内容 
① 合併から１５年経過したことから「市町村合併の効果」を「南砺市の現状と財政課題」

から削除しました。 
② 「行政改革大綱の推進期間」を削除し、計画の進捗状況の評価、計画の見直しについ

て「フォローアップの実施」に規定しました。 
③ 「働き方改革」を進めるため、RPA や AI などの情報技術を活用した業務改革（BPR）

を定員管理と人件費の適正化に取り組む方策に追加しました。 
 

（２）改革推進の視点 

① 目標値・指標設定による客観的検証・評価 
すべての改革事項について、改革内容や目的に見合った指標を定め、客観的検証・評

価します。 
② 民間等との連携や役割分担 

産官学金労言との連携等を進め、それぞれの強みを生かし、職域を超えた新たな発想

で取り組みます。 
③ 行政の効率化と財政基盤の強化  

市民ニーズの多様化に伴い事務事業の増加が想定されるため、事務事業の定期的な見

直しによる行政の効率化に取り組み、公共施設再編による類似施設の集約化など、管

理経費の縮減に努めます。 
④ 財政規模縮減に向けての取り組み 

財政計画に基づいた適正規模で厳格な財政運営を行い、歳入に見合った歳出構造への

転換を図ります。 
⑤ コスト意識とスピード感 

将来を見据えた更なるコスト意識とスピード感を持って行政改革の推進に取り組み

ます。 
⑥ スクラップ・アンド・ビルド 

何が必要なのか、常にスクラップ（廃止・中止・断念）＆ビルド（新設・拡大）を念

頭に取り組みます。 
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「南砺市行政改革大綱（案）・第 3 次南砺市行政改革実施計画（案）」 
のパブリックコメントの結果について 

 
「南砺市行政改革大綱（案）・第３次南砺市行政改革実施計画（案）」について意見を募集（パ

ブリック・コメント）したところ、その結果は下記のとおりでした。 
 
１．募集案件「南砺市行政改革大綱（案）・第３次南砺市行政改革実施計画（案）」 
 
２．募集期間（20 日間） 
   令和２年２月６日(木)から２月２５日(火)まで 
 
３．閲覧場所 

（１）市ホームページ 
（２）各行政センター、中央図書館、地域包括ケアセンターの情報公開コーナー 

 
４．ご意見の提出方法 

（１）直接持参（各行政センターへの提出も可） 
（２）電子メール 
（３）郵送 
（４）ファクシミリ 

  
５．提出されたご意見（件数） 

・個人１件（電子メール１件） 
 
６．ご意見の内容 

別添のとおり 
 

７．市の考え方 
別添のとおり 
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「南砺市行政改革大綱（案）・第３次南砺市行政改革実施計画（案）」に対する市

民の皆さんから提出されたご意見と市の回答について 

 

令和２年２月２６日 

 

市長政策部 行革・施設管理課  

 

 

令和２年２月６日（木）から令和２年２月２５日（火）まで「南砺市行政改革

大綱（案）・第３次南砺市行政改革実施計画（案）」について、市民の皆さんから

広く意見を募集（パブリック・コメント）したところ、期間中に寄せられたご意

見は１件でした。 

ご意見の内容と市の回答を公表します。 
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南砺市⾏政改⾰⼤綱（案）・第３次南砺市⾏政改⾰実施計画（案） 
についてのパブリックコメントの結果と市の回答 

 

令和２年２月６日（木）から令和２年２月２５日（火）まで実施した「南砺市行政改革大綱（案）・

第３次南砺市行政改革実施計画（案）」についてのパブリックコメントにおいて、期間中に１件（１

人）のご意見をいただきました。 
ご意見の内容と市の回答は次のとおりです。 

 

受
付 
順 

ご意⾒ 市の回答及び対応 

1 

第３次南砺市行政改革実施計画（案）の表紙

に「令和２年 月」とあります。令和２年のいつ

頃に策定となるのか判りませんが、Ｐ１の窓口

業務等の民間委託の「指標（目標値）」欄に、

「（市民センター業務数）」とあります。現在、行

政センターという名称を市民センターに変更

するため、条例廃止と条例制定のパブリックコ

メントが募集中であり、３月定例議会の承認に

より、令和２年７月１日から「市民センター」とな

ります。この計画の策定承認日は、いつ頃な

のでしょうか？もし、令和２年７月前まででも、

「市民センター」という名称を使用して良いの

でしょうか？ 

ご指摘のとおり、行政センターが市民センターへ変

更となるのは令和２年３月定例議会議決後であるた

め、「市民センター」という名称で表示するのは不適

当であることから、「市民センター業務数」を「（仮称）

市民センター業務数」へ変更します。 
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南砺市行政改革大綱 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年４月 

南砺市行政改革推進本部 
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1 
 

第１ 行政改革大綱改訂の趣旨 

 
（１）行政改革への取り組みと改訂の趣旨 

平成 12 年（2000 年）に地方分権一括法一が施行され、国と地方の役割分担の明確化や機

関委任事務二の廃止など、国と地方の関係の根幹に関わる改革が進められてきたほか、その

後も地方分権改革推進委員会において、国の様々な規制や枠組みに対して順次勧告が行わ

れてきました。 
このような分権型社会の到来に対応するため、本市は平成 16 年（2004 年）11 月に 8 町

村による合併で誕生し、自主・自立の自治体経営を一層推進するために、総務省の指針を

受けて、平成 18 年（2006 年）3 月に「南砺市行政改革大綱」（以下、「行革大綱」という。）

及び「南砺市行政改革実施計画」（以下、「行革実施計画」という。）を策定し、改革に取り

組んできました。 
行政改革とは、「組織や運営を内外の変化に適用したものに変えること。（大辞林 第三

版）」とされており、本市でも行革大綱と行革実施計画に基づき、事務事業の見直しや組織

機構改革、財政の健全化、職員数及び人件費の削減などを着実に進めてきました。しかし

ながら、さらなる財政基盤強化や行政の効率化のためには、より一層公共施設の再編・統

廃合や事務事業の見直し等に取り組んでいく必要があります。 
平成 24 年度から令和元年度までを計画期間とする第 2 次行政改革実施計画が満了するこ

とと、令和元年度から課題解決型の新たな住民自治の手法である小規模多機能自治三が始ま

ったことを踏まえ、既存の行政サービスを振り返り、市民ができることと、行政でできる

こと・やるべきことを明確にし、行政サービスの質的向上に取り組み、持続可能なまちづ

くりを目指すため、行革大綱を改訂します。 
今後とも、これまでの取り組みを検証し、課題と行政改革として取り組むべき事項を明

確にするとともに、「南砺市まちづくり基本条例」の基本理念を遵守しながら着実に行政改

革を実行していきます。 
 
（２）南砺市の現状と財政課題 

社会や経済のグローバル化や地方分権の拡大、新たな制度への対応、市民ニーズの多様

化など、各自治体を取り巻く環境は大きく変化しています。また、平成 27 年 9 月に策定し

た「南砺市人口ビジョン」では、少子高齢化に伴う人口減少が一層進むことが予想されて

います。 
本市を取り巻く環境や新たな行政課題に対応するため、事務事業の効率化や改善に努め

ているものの、行政サービスへの需要や課題は拡大傾向にあり、一方で生産年齢人口の減

少による税収の減少や地方交付税の合併特例措置の終了など、今後の財政運営は一層厳し

さを増すものと見込まれます。このような状況下で、引き続き行政のスリム化と、人や財

源など限られた経営資源の「選択と集中」を図り、より効果的効率的に活用していく必要

があります。 
 
① 歳入 

本市は、市税や諸収入など自主財源の歳入全体に占める割合が約 3 割で、財源の大半を
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2 
 

地方交付税四や市債などに依存しています。その中でも市債は、建設投資の主たる財源とし

て欠かせないものとなっており、これまで合併特例債五や過疎対策事業債など、元利償還金

の一部が普通交付税に算入される有利な起債を効果的に活用しながら社会資本整備等を促

進してきました。しかし、令和元年度までに合併特例債が発行限度額に達する見込みであ

るほか、起債残高は減少傾向にあるものの、普通交付税に算入される市債残高が減少する

ことで、さらに厳しい財政運営を余儀なくされると想定されることから、今後は、適正な

実質公債費比率六を堅持しながら、市税を中心とした自主財源の確保により一層努めなけれ

ばなりません。 
 
② 歳出 

義務的経費のうち、人件費は、減少傾向が続いていますが、公債費は、過去に発行した

市債の償還が増加傾向にあり、令和 4 年度にピークを迎えます。また、少子高齢化や障が

い者自立促進支援事業の充実等に伴い、扶助費も増加傾向にあります。 
一方、投資的経費については、小・中学校の大規模改修や道路整備５箇年計画に基づく

市道改良など、総合計画に基づく大型事業はおおむね計画どおりに推移しています。 
このような状況下にあっても、複雑・多様化する行政需要に適応するとともに、公共施

設再編の取り組み強化による公共施設の維持管理経費などの縮減に努め、将来にわたり持

続可能な財政運営に取り組む必要があります。 
 
（３）行政改革の必要性と南砺市の姿勢 

多様な社会ニーズが高まりつつある中、次の世代が担う 10 年、20 年、30 年先の「南砺

市のあるべき姿」を見据えた政策・施策を展開していくことが重要です。 
行革大綱は、持続可能なまちづくりを目指して、行政改革を推進し、行政経営の方向性

を示す指針です。 
将来に向けた持続可能な行政経営を目指すには、まず、現状と政策課題を正面から捉え、

市のあるべき姿として健全でない部分の改善から始めなければなりません。 
改革にあたっては、相当な覚悟とエネルギーが必要とされることから、以下の考え方を

踏まえながら改革に対する市民の理解と協力を求めていきます。 
 
① 改革・改善を先送りしない 

自主財源に乏しく市債残高が多い本市では、財政の硬直化が懸念され、自主・自立の行

政経営が難しい状態にあります。今まで以上に財政規律を厳格化し、更なる行政改革を断

行する必要があります。 
このため、改革・改善が困難な場合はその理由をしっかりと検証し、改革・改善を先送

りにしない強い決意で取り組みます。 
 
② 施策や事務事業に優先順位をつけて取り組む 

今後も継続したい施策や必要だと感じる事業は人それぞれに異なります。多くの市民が

共感できるサービスの中で、今やるべきことと我慢すべきことを見極め、行政評価七などを

通じて全ての施策に優先順位をつけて判断する必要があり、改革には「痛み」を伴うこと
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について、市民に理解を求めていきます。 
 
③ 無駄を根絶する 

行政が行う事務事業は、それぞれに必要性や個別の事情を抱えており、本来「無駄」な

ものはないとされてきました。 
しかし、行政が実施しなくても民間が受け皿になれる事業や、受益の公平性を欠くもの、

または所期の目的を達成していると見込まれる事業などに公費を投入している事例が見受

けられることから、公費投入にあたってはその必要性を充分検討します。また、「無いより

あった方が良い」程度のものや「時代に適合しなくなった」事務事業は、速やかに廃止又

は整理統合を行います。 
 
第２ 行政改革の推進 

 
（１）改革推進の視点 

本市の抱える行政課題を解決し、市のあるべき姿を実現するため、適正な財政規模への

転換を図り、将来を見越した施策を展開していくことが重要です。 
また、困難な課題と真摯に向き合い、常に丁寧な説明を通して市民に理解を求め、慣例

や前例にとらわれず、仕事のやり方を見直し、より質の高い行政サービスを提供するため、

改革を推進していく必要があります。 
① 目標値・指標設定による客観的検証・評価 

行政改革の進捗状況や達成度を明確化し、さらに目標達成に向けた様々な取り組みにつ

なげていくため、すべての改革事項について、改革内容や目的に見合った指標を定め、客

観的検証・評価の仕組みをつくります。 
 
② 民間等との連携や役割分担 

市の置かれた厳しい状況を市民と共有しながら、互いの英知を結集し、課題解決に取り

組みます。「市が行うもの」「市民と協働で行うもの」「民間で行うことができるもの」につ

いて役割分担と産官学金労言との連携等を進め、それぞれの強みを生かし、職域を超えた

新たな発想で取り組みます。 
 
③ 行政の効率化と財政基盤の強化 

市民ニーズの多様化に伴い事務事業の増加が想定されるため、事務事業の定期的な見直

しによる行政の効率化に取り組み、公共施設再編による類似施設の集約化など、管理経費

の縮減に努めます。 
 
④ 財政規模縮減に向けての取り組み 

今後は、少子高齢化の進行や人口減少時代の到来による歳入減少、社会保障関連費の歳

出増加により、財政状況が一段と厳しくなることが予想されます。歳入歳出の見通しを的

確に把握し、適正な財政計画に基づいた適正な規模で厳格な財政運営を行い、歳入に見合

った歳出構造への転換を図ります。 
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⑤ コスト意識とスピード感 
歳入の減少に対応するため、将来を見据えた更なるコスト意識とスピード感を持って行

政改革の推進に取り組みます。 
 
⑥ スクラップ・アンド・ビルド八 

事業における停滞や硬直化を避けるため、常にスクラップ（廃止・中止・断念）アンド

ビルド（新設・拡大）を念頭に、今必要なもの、今後必要になるものを見極め、職員が一

丸となって柔軟な発想で積極的な改革に取り組みます。 
 
（２）推進体制 

社会情勢に即応した行政改革を円滑に推進するため、庁内の推進体制として市長を本部

長とする南砺市行政改革推進本部で、改革の趣旨や必要性の徹底を図るとともに、必要な

事項の調整や改革事項の進行管理を行います。 
また、改革の具体的な方策を実施計画として取りまとめ、その進捗状況や実績を公表す

るとともに、改革項目以外についても随時必要に応じた方策に取り組みます。 
行革大綱と行革実施計画の進行管理については、市民や有識者等外部からの意見や提言

を反映し実効性のある改革に取り組むため、南砺市行政改革推進委員会で実施内容や進捗

状況への意見を求めながら推進します。 
 
（３）改革の重点目標 

持続可能なまちづくりを目指して行政改革を推進するにあたって、次の 3 つを重点目標

として設定します。 
 

Ⅰ 将来へ向かって持続可能な行政運営の推進【行政と民間の役割分担】 
Ⅱ 健全な財政基盤の整備【足腰の強い財政運営】 
Ⅲ 市民と共に取り組む市政の推進【市民が主体の行政】 

 
（４）行政改革実施計画の策定 

行革大綱に基づく、行政改革の重点目標に向けて具体的な取り組みを明らかにした行政

改革実施計画を策定します。 
 
第３ 行政改革の推進項目 

 
Ⅰ 将来へ向かって持続可能な行政運営の推進【行政と民間の役割分担】 

市政を変えていくには、行政主体のまちづくりから市民と行政の相互によるまちづくり

へと転換する必要があるため、行政だけでなく市民も自ら意識や行動を変えていくことが

求められます。「民間でできることは民間で」、「地域でできることは地域で」、「自分ででき

ることは自分で」、それぞれの役割を明確化することで、協働の市政が可能な体制を構築し、

行政と民間（市民・自治会を含む）が役割に応じたサービスを提供していきます。 
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（１）事務事業の見直し 

総合計画に基づき施策の重点化を図るとともに、事務事業全般について見直しを行い、

整理や統廃合によって簡素化、合理化を実施します。また、行政評価の手法を取り入れて、

施策マネジメントシート及び事務事業マネジメントシートを作成し、さまざまな施策と事

務事業の目的や効果等を検証し、予算編成や監査等に活用することで、小さな経費で大き

な効果を生み出す行財政システムを構築します。 
【方策】 
① 行政が実施する施策の選択や重点化 
② 行政評価等による事務事業の改革・改善、整理・統廃合 

 
（２）民間委託の推進 

市民ニーズの多様化に伴い、行政が担う事務事業が増大するとともに、地方分権の進展

で国や県からの権限（事務）移譲が進んでいます。このため、業務の民営化や民間委託を

更に進め、PPP・PFI九の手法を活用することでサービスの質の向上と経費節減を図り、公

共施設の管理運営については、施設の設置者である行政の責任を果たすことを前提に、指

定管理者制度一〇を推進します。また、指定管理制度導入施設の効果検証を行い、サービス

とコストの両面で改革・改善を図ります。 
【方策】 
① 業務の民営化の推進 
② 指定管理者制度の適正な運用と PPP・PFI 手法の活用 

 
（３）行政組織機構の見直し 

行政組織機構は、社会情勢や行政課題の変化に適応するため、随時必要な見直しを行い、

部局横断的な取り組みの継続実施に努めます。 
また、少子化の進行を踏まえ、小・中学校のあり方検討などに取り組みます。 
【方策】 
① 新たな行政課題や社会情勢の変化に対応できる効率的な行政組織の構築 
② 小・中学校のあり方検討 

 
（４）第三セクター一一及び関係団体への関与の見直し 

第三セクター改革プランの対象団体については、改革プランに基づいた積極的な経営改

革と改善を実行し、独立した事業主体として自立した経営の実現を求めます。また、段階

的に削減する補助金や指定管理料により市財政の負担軽減を図ります。 
その他の関係団体についても自主・自立運営に向けて、職員の派遣等の見直しや役員等

への就任のあり方を検討します。 
【方策】 
① 第三セクターの経営改善と自立促進 

 
（５）行政サービスの質の向上 

行政サービスは、地方分権の進展と少子高齢化、人口減少などの社会情勢の変化に伴い、
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高度化・多様化が進んでいます。サービスの範囲を拡大するだけではなく、サービスの水

準や受益の適否を検証した上で、質の向上が求められます。質の高い効率的な行政サービ

スを提供するため、市民ニーズの変化に即応し、窓口延長や施設開館時間等の見直し、行

政手続の簡素化等に取り組み、インターネットを介するホームページや SNS一二、CATV 等

での情報提供サービスの充実を図るなど、市民満足度の向上に努めます。 
【方策】 
① ＩＣＴ一三活用による行政サービスの拡充 

 
Ⅱ 健全な財政基盤の整備【足腰の強い財政運営】 

人口減少に伴う地方交付税や税収などの財源の減少に対し、市民サービスの維持に係る

社会保障経費の歳出増加が見込まれます。財政基盤の強化と安心できる将来像の構築に向

けて、コストの縮減を意識した行政経営の視点で、施策の重点化を図るとともに全ての事

務事業を原点から見直すことで、「足腰の強い」行財政運営を推進します。 
また、行財政改革を進めるため、複雑化・多様化する行政課題に的確に対処し、自らの

課題として取り組む職員の育成や資質の向上に取り組みます。 
 
（１）財政の健全化 

社会情勢や市民ニーズの変化に伴い行政サービスの範囲が増大する一方、限られた財源

で真に必要なサービスを提供していくためには、施策の重点化や事務事業の見直しなどに

よる行政コストの縮減が必要です。 
また、自主財源の確保に努めるとともに、受益者負担の原則に基づき施設の利用料金等

を検証し、必要な見直しを行うなど、財政の健全化を図る必要があります。 
さらに、補助金等の見直しや公営企業の健全経営、公有財産の有効活用と整理合理化を

進め、各種公共事業計画や委託業務の見直し、建設コスト等の削減、事務的経費の一層の

節減などで歳出の抑制を図ります。 
【方策】 
① 歳出経費の徹底的な見直しと公有財産の整理合理化 
② 税収納の徹底と公共料金の見直しなどによる自主財源の確保 
③ 補助金・交付金等の整理合理化と交付制度の見直し 
④ 地方公営企業の経営健全化 
⑤ 公共施設の再編（機能強化、統廃合、民営化） 

 
（２）定員管理と人件費の適正化 

定員適正化計画一四に掲げた職員数の削減目標を達成するため、事務事業の内容や業務量、

人員配置などを常に把握・検証し、繁忙期における職員間の協業体制の継続を図り、定員

の適正化と人件費の抑制に取り組みます。 
また、「働き方改革」を進めるため、RPA一五、AI一六などの情報技術を活用した業務改革

（BPR一七）に取り組み、給与・人事制度の運用の見直しや水準の適正化を図ります。 
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【方策】 
① 組織再編や業務の整理、統廃合に伴う職員数の削減 
② RPA や AI などの導入による業務の効率化 
 

（３）人材育成推進と多様な人材の確保 

地方分権の進展に伴い、自治体は地域の課題を自ら解決していくことが求められます。

このため、職員には個々の資質と政策形成能力の向上が求められることから、職員研修計

画に基づく能力開発や意識改革を図り、他団体への研修派遣や人事交流を通して、先見性

と幅広い視野を備えた職員の養成に努めるとともに、職員研修の充実を図ります。 
さらに、行政課題に迅速に対応するため、職員間の連携・調整体制を強化するとともに、

地域のボランティア活動等への参加を通して、市民と積極的に交流を図る職員の育成に努

めます。 
また、専門的業務の対応には、分野に精通した人材や意欲のある人材を充てることが効

果的です。優秀な人材を確保するため、専門性の高い職務経験者を採用するとともに、人

材育成に主眼をおいた人事評価制度を導入し、個々の職員の適性を踏まえた効果的な人員

配置に努めます。 
【方策】 
① 実務研修や自己啓発等を適切に組み合わせた人材育成 
② 多様な人材の確保と専門的業務に対応した職員配置 
 

Ⅲ 市民と共に取り組む市政の推進【市民が主体の行政】 

行政経営の原点を市民の立場に置き換え、将来を見据えながら「今やるべきこと」を見

極めていくことが必要です。そのため、改革に対する前向きな姿勢と、改善に向けた積極

的かつ迅速な取り組みが求められることから、まちづくり基本条例に掲げた「市民参画」

と「情報共有」の指針を遵守し、市民との協働で真に必要な行政サービスを、柔軟性とス

ピード感をもって提供していきます。 
また、急激な人口減少や過疎化による地域の危機的状況が懸念される中、地域としての

機能を持続するため、自治会、市民団体、事業者、学校、行政など地域内の多様な団体等

や市民が自ら考え行動する市民総参加（総働一八）による地域づくり「小規模多機能自治」

がはじまったことを踏まえ、行政でできること、やるべきことを整理し、市民とともに取

り組む協働の市政を推進します。 
（１）公正性確保と透明性の向上 

市政の公正性確保と透明性の向上を図るため、引き続き行政手続きの適正化に努め、広

報紙やホームページなどの広報媒体や情報公開コーナーの充実、会議の公開などの、情報

共有を推進し、説明責任の明確化に取り組むとともに、個人情報保護制度の趣旨を踏まえ

た適正な情報管理の徹底に努めます。 
また、行政施策を市民とともに構築推進していくため、各種審議会や委員会での議論に、

広く市民の意見が反映されるよう、審議会等における委員公募、女性委員の登用拡大、パ

ブリックコメント一九の確実な実施、未来ミーティングの開催など、公聴制度の充実に取り

組みます。 
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【方策】 
① 民意を反映するための審議会・委員会等の体制整備 
② 公聴制度の充実 

 
（２）市民協働の市政の推進 

まちづくり基本条例に掲げた「市民が主体の原則」、「情報共有の原則」、「協働の原則」

の基本理念に基づき、市民や団体の自主的なまちづくり活動を支援するとともに、行政と

市民が互いの役割を理解し、連携して課題解決に取り組む協働の市政を実現します。 
また、協働によるまちづくりをより一層推進するため、課題解決型の小規模多機能自治

を支援します。 
【方策】 
① 市民の自主的・主体的な地域活動や交流活動の支援 
② 市民協働による事業の展開 

 
第４ フォローアップの実施 

行革大綱で示す「行政改革の推進項目」に関する進捗状況について、毎年、行革実施計

画の実績評価にあわせてフォローアップを実施します。 
実績評価の結果、大幅な状況変化や市の財政状況に著しい悪化兆候が見受けられる場合

には速やかに行革大綱を改訂します。また、行革実施計画の推進期間である５年ごとに計

画の進捗状況や社会環境の変化などを検証し、対応する必要がある場合には、随時、見直

しを行います。 
 
第５ まとめ 

少子高齢化や人口減少・過疎化に加えて循環型社会の構築や次世代につなげる SDGs二〇

を達成するための取り組みなど、喫緊の政策課題が山積する局面にあっては、何事にも

PDCA マネジメントサイクル二一の手法をもって着実に取り組む必要があります。 
一方、市民ニーズが多様化する中では、限られた行政資源（財源や人）で、全ての市民

が全てのサービスに満足できるような施策の展開は不可能です。このため、施策や事務事

業の「選択と集中」を図り、メリハリのある行政経営を実現させなければなりません。 
この大綱を踏まえた行財政改革を進めることで、南砺市の強みを伸ばし、弱みを克服し

ながら、地域の魅力を開拓し、夢と希望の持てる南砺市のあるべき姿の実現を目指します。 
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〇用語説明 
一 【地方分権一括法】 

正称は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。地方公共団体

の事務に関する記述のある法律のうち、改正が必要な 475 本の法律の改正部分を、1 本の法

律として改正した。平成 11 年（1999 年）に制定され、一部を除き平成 12 年（2000 年）4
月に施行された。地方分権を推進し、地方の裁量性を高めて国の関与を少なくすることで、

中央と地方のこれまでの上下関係を対等・協力の関係に改め、地方自治の活性化を図るこ

とを目的としている。 
二 【機関委任事務】 
 地方公共団体の首長（都道府県知事、市町村長）等が法令に基づいて国から委任され、「国

の機関」として処理する事務のことで、平成 12 年 4 月の地方分権一括法施行により廃止さ

れた。 
三 【小規模多機能自治】 

概ね旧小学校区など（本市で言えば 31地域づくり協議会単位）の範囲において、地域内

の住民と地域内の多様な主体により構成された地域共同体が、地域の実情や課題に応じて

住民の福祉等を増進する、「総働」による課題解決型の住民自治の取り組み。 
四【地方交付税】 
 地方公共団体の財源不足や団体間の財政不均衡を是正し、その事務を遂行できるよう国

から地方公共団体へ交付される資金。国税収入のうちから一定の比率で交付される。 
五 【合併特例債】 
 合併後の地域振興や旧地域間の格差是正などの名目で起債できる地方債のこと。平成 24
年 6 月に、当初 10 年間であった発行期限が延長され、東日本大震災の被災地では合併後 20
年間、被災地以外は 15 年間にわたり特例債の発行が可能になった。市町村建設計画に基づ

く事業のうち、特に必要と認められる事業に限り使うことができるもので、事業費の 95%
に充当でき、元利償還金の 7 割は交付税措置される。 
六 【実質公債費比率】 
 自治体の一般財源収入に対する地方債返済額の比率。18％以上になると、新たに地方債

を発行する際、公債費負担適正化計画を立てて国や県の許可が必要になる。25％以上の団

体は財政健全化計画や財政再生計画に基づく許可が必要で、地方債の発行が大きく制限さ

れる。 
七 【行政評価】 
 行政が実施する施策や事務事業について、実施状況や成果の評価を行い、必要性・有効

性・効率性等を分析し、改革・改善を行う組織の経営管理手法の一つ。 
八 【スクラップ・アンド・ビルド】 
 組織や事業の拡大を抑制するため、新設する場合には、それに相当する既存の組織や事

業を廃止すること。 
九 【PPP・PFI】 
 PPP（Public Private Partnership の略）は、行政と民間が協力して公共サービスを効率

的に運営すること。官民パートナーシップ、官民連携ともよばれる。 
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PFI（Private Finance Initiative の略）は、社会資本整備の民間事業化のこと。自治体の

公共部門が対応してきた公共施設などの整備を官民役割分担のもとに、民間の資金や能力、

ノウハウを活用することでより効率的に行おうとする考え方。 
一〇 【指定管理者制度】 
 地方公共団体の公の施設の管理にあたり、指定を受けた指定管理者が管理を代行する制

度。株式会社や地域団体などの民間事業者も施設管理を代行することが可能となった。 
一一 【第三セクター】 
 公企業を第一セクター、民間企業を第二セクターと呼ぶことから、国や地方公共団体と

民間の共同出資による事業体をいう。地域開発・交通その他の分野で設立されている。 
一二 【SNS】 
 Social Networking Service の略。インターネットを介して人間関係を構築できる Web
サービスの総称で、「情報の発信・共有・拡散」という機能が特徴。 
一三 【ICT】 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。従来のＩＴの意味

する情報技術（コンピュータ技術）に加えて、それを使った伝達能力（コミュニケーショ

ン）を強調した表現。 
一四 【定員適正化計画】 
 平成 9 年の地方分権推進委員会第２次勧告において、組織の肥大化を抑制し、住民の行

政需要に的確に応えていくため、すべての地方公共団体において、計画期間を定め、目標

数値を掲げた定員適正化計画を策定し、公表するものとされた。 
一五 【RPA】 
 Robotic Process Automation の略で、ロボットによる仕事の自動化を指す。 
一六 【AI】 
 Artificial Intelligence（人工知能）の略。 
一七 【BPR】 
 Business Process Re-engineering（業務改革）の略。 
一八 【総動】 

 地域内の住民と地域内の多様な主体により構成された地域共同体による、地域内で取り

組む協働。 

一九 【パブリックコメント】 
 市の基本方針や計画等について、事前に案を示して広く市民から意見や情報を募集する

こと。 
二〇 【SDGs】 
 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。 
 2015 年に国連で全会一致で採択された 2030 年までに達成を目指す 17 分野の目標。 
二一 【PDCA マネジメントサイクル】 
 プロジェクトの実行に際し、計画をたて（Plan）、実行し（Do）、その評価（Check）に

もとづいて改善（Action）を行うという工程を継続的に繰り返す仕組み（考え方）のこと。

PDCA サイクルの特徴は、プロジェクトを流れで捉え、評価を次の計画に活かしてプロジ

ェクトをより高いレベルにもっていくことで、民間企業では品質向上や経費削減などに広

く用いられている。 
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第３次南砺市行政改革実施計画の策定について 

 

本市では、平成 18 年 3月に「南砺市行政改革大綱」及び「南砺市行政改革実施計画」を策定し、事務

事業の見直しや組織機構の改革、財政の健全化、職員数の削減などを進めてきましたが、公共施設の再

編・統廃合や第三セクターの経営改革など未だに解決されていない課題がいくつかあります。 

これまでの取り組みを検証し、課題を明確にしたうえで改革を継続していく必要があることから、行

政改革推進の指針である「南砺市行政改革大綱」を改訂し、「Ⅰ 将来へ持続可能な行政運営の推進【行

政と民間の役割分担】」、「Ⅱ 健全な財政基盤の整備【足腰の強い財政運営】」及び「Ⅲ 市民と共に取

り組む市政の推進【市民が主体の行政】」を 3 つの重点目標に掲げました。 

この実施計画では、3 つの重点項目の達成に向けて改革事項を定め、令和２年度から６年度までを計画

推進期間として、ＰＤＣＡマネジメントサイクルの手法により毎年度の進捗管理を行いながら改革に取

り組みます。 

【指標（目標値）】…令和６年度までに達成を目指している目標値を記載しました。 

 

Ⅰ 将来へ向かって持続可能な行政運営の推進【行政と民間の役割分担】 

（１） 事務事業の見直し 

① 行政が実施する施策の選択や重点化 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

1 第2次総合計画の

効果的な施策の

実施 

 毎事業年度終了後に、総合計画の成果指標・Ｋ

ＰＩ等の検証・評価を行い､次年度以降における

個別事業の取組内容の改善・見直しを行うととも

に、将来像達成に向けた成果の向上を図る。 

新 成果指標の進捗率 

R1:指標なし⇒R6:100% 

政策推進

課 

② 行政評価等による事務事業の改革・改善、整理・統廃合 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

2 事務事業の再

編・整理・廃止・

統合 

 施策評価及び事務事業評価の結果を市政に反

映させ、効果的・効率的な行政運営を行うととも

に、行政経営の透明性を高め、市民に対する説明

責任を果たすために評価シートを公表する。 

 また、事務事業評価の結果に基づき、不用・不

急と判断される事務事業は統合・廃止を検討す

る。 

継 指標①行政サービス

（市役所の仕事）の水

準が適正だと思う市民

の割合 

H30:71.9%⇒R6:75.0% 

指標②統合・廃止・改

善事務事業件数 

R1:1件/年⇒R6:2件/年 

行革・施設

管理課 

（２） 民間委託の推進 

① 業務の民営化の推進 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

3 市立保育園の民

営化の検討 

 少子化の進展や新たな市民ニーズに対応する

ため、保育サービスの内容や運営方法、民営化の

検討など、時代に相応しい保育園のあり方を検討

する。 

継 保育園のあり方検討を

終えた保育園数 

R1:0 園⇒R6:12 園 

こども課 

4 窓口業務等の民

間委託 

 これまで行政が行ってきた窓口業務等の事務

事業の効率化を検証する中で業務委託や業務改

革に取り組み、市民サービスの向上と職員の負担

軽減を図る。 

新 窓口業務の効率化の検

討を終えた業務数 

R1:指標なし⇒R6:311

件（（仮称）市民センタ

ー業務数） 

行革・施設

管理課 
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② 指定管理者制度の適正な運用と PPP・PFI 手法の活用 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

5 指定管理者制度

の適正な運用 

 直営公共施設を対象に制度導入の可能性を検

討するとともに、PPP・PFI 手法に代表される民

間ノウハウ等を活用した創意工夫により、良質な

サービスの提供と経費節減を推進する。また、既

に指定管理者制度を導入している施設について

も運営内容及び導入効果を検証し、適正な運営と

なるよう指導に努める。 

 指定管理者評価委員会（外部委員）の意見を踏

まえ、制度の運用改善を図る。 

継 指標①モニタリング対

象施設のＡ評価の割合 

R1:30%⇒R6:50% 

指標②PPP・PFI 手法導

入検討延べ施設数 

R2:0 施設⇒R6:3 施設 

行革・施設

管理課 

 

（３） 行政組織機構の見直し 

① 新たな行政課題や社会情勢の変化に対応できる効率的な行政組織の構築 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

6 柔軟で効率的な

行政運営を行な

うための組織機

構、機能の見直し 

 職員数の削減など行政のスリム化が求められ

る中、社会情勢の急速な変化に対応するための事

務分掌を継続的に検証し、簡素かつ効果的・効率

的な組織機構となるよう取り組む。 

継 組織機構の見直し検討

ヒアリング調査回数 

R1:1回/年→R6:1回/年

以上 

※今後も継続した取り

組みを行なう 

総務課 

② 小・中学校のあり方検討 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

7 小・中学校のあり

方検討 

 少子化の進展による児童・生徒数の減少や学校

教育制度の多様化及び弾力化に対応するため、

小・中学校の教育課程を一貫して行う義務教育学

校の設置を含めた小・中学校のあり方を検討す

る。 

新 小・中学校のあり方検

討を終えた小・中学校

数 

R1:0 校⇒R6:17 校（小

学校 9、中学校 8） 

教育総務

課 

 

（４） 第三セクター及び関係団体への関与の見直し 

① 第三セクターの経営改善と自立促進 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

8 第三セクター改

革プランによる

経営改善 

 第三セクター改革プランの確実な取り組みで

経営健全化を図り、第三セクターの経営的自立と

市の財政負担の軽減を目指す。 

継 指標①対象法人 11法人

（実数 7）の財政的関与

合計 

R1:80,209 千円

⇒R6:57,011 千円 

指標②対象法人 11法人

の人的関与団体数 

R1:1 団体⇒R6:0 団体 

行革・施設

管理課 

 

（５） 行政サービスの質の向上 

① ICT 活用による行政サービスの拡充 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

9 電子申請の促進  市民が便利だと実感できる行政サービスを拡

充、促進するため、マイナンバーカードの活用や

厳格な本人確認を必要としない電子申請（講座や

研修会等の申込、各課の申請業務等）に取り組む。 

新 電子申請システムを使

ったフォーム延べ件数 

R1:5 件⇒R6:10 件 

情報政策

課 
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Ⅱ 健全な財政基盤の整備【足腰の強い財政運営】 

（１） 財政の健全化 

① 歳出経費の徹底的な見直しと公有資産の整理合理化 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

10 経常経費の削減  業務執行全般に係る経費節減を促進するため、

年度内の計画的な執行に努める。 

 市が支出する補助金に終期を設定し、事務事業

評価結果などをもとに目的を達成した補助金（補

助事業）を終了する。 

 定員適正化計画に基づく職員の適正配置を図

り、人件費の削減に努める。 

 公共施設再編計画に基づく公共施設の統廃合

を進め、維持管理経費の削減に努める。 

継 経常経費比率 

（一般的に、70%～80%

が適正な範囲である。） 

R1:86%⇒R6:80% 

財政課 

11 公債費の適正な

管理 

 財政指標などを活用し、市民が理解しやすく総

合的に把握可能な財政状況の公表方法を検討す

る。 

 新規市債の発行にあたっては、後年度元利償還

が交付税で措置される有利な起債を最優先に借

り入れる。 

 後年度の利払い負担を軽減するため積極的に

繰上償還を実施するとともに、将来の償還額負担

に対応するため減債基金の充実を図る。 

継 実質公債費比率 

（18%以上の地方公共

団体は地方債許可団体

となるため、18%を超え

ない比率を継続してい

く。） 

R1:3.7%⇒R6:4.0% 

財政課 

12 公共施設用地の

借地の解消 

 公共施設のための土地賃借契約を解除し、設置

目的を達成するために課題となる借地を解消す

る。 

 使用頻度の低い施設は中止または解体し賃借

をやめるか継続使用する用地を購入できるよう

に取り組む。 

新 借地を解消した延べ件

数 

R1:0 件⇒R6:5 件 

財政課 

② 税収納の徹底と公共料金の見直しなどによる自主財源の確保 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

13 滞納対策強化に

よる収納率の向

上 

 債権管理の徹底と滞納処分を強化し、滞納繰越

額の縮減と収納率の向上を図る。 

 特に新規滞納者の発生を抑制することが重要

であるため、早期の個別催告や生活実態調査と併

せ、財産調査も強化し、適切な納付指導に努める。

また、関係する部署とも連携し、公平な負担の確

保と収納率の向上を図る。 

継 滞納繰越額の収納率 

一般市税分 

R2:14.0%⇒R6:14.8% 

国保税分 

R2:21.0%⇒R6:21.8% 

税務課 

14 企業版ふるさと

納税の推進 

 市が実施する施策やプロジェクト・事業の財源

として､企業版ふるさと納税の活用を進める。 

 

新 企業版ふるさと納税を

活用した延べ事業件数 

R1:指標なし⇒R6:10 件 

政策推進

課 

15 公共施設利用に

係る受益者負担

の適正化 

 公共施設の利用に係る使用料等の受益者負担

について、施設の利用者と未利用者間の負担の公

平を図り、市民の理解を得ながら社会経済情勢の

変化等に応じた適正な料金を設定する。 

継 適正化基準に基づく新

料金の運用開始施設数 

R1:0 館⇒R2:27 館（体

育館 19、文化センター

8） 

行革・施設

管理課 

16 市の各種媒体へ

の有料広告掲載

等の拡充 

 広報なんと、市ホームページなどの広報媒体や

業務用封筒などへの有料広告掲載を促進する。庁

舎統合による公告掲載の需要が見込めることか

ら、対象となる媒体を整理し、柔軟な発想でスポ

ンサーの獲得に取り組み、自主財源の拡大を目指

す。 

継 スポンサー数 

R1:34 社（者）/年

⇒R6:45 社（者）/年 

情報政策

課 

17 手数料の見直し  受益者負担の適正化の観点から、一般廃棄物処

理手数料について、処理コストに見合った適正な

水準への見直しを図る。 

新 廃棄物処理コストに見

合った適正な手数料の

検討を終えた延べ件数 

R1:2 件⇒R6:4 件 

生活環境

課 
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③ 補助金・交付金等の整理合理化と交付制度の見直し 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

18 南砺市補助金等

のあり方に関す

るガイドライン

に基づく適正な

補助金の交付 

 平成３０年度に策定したガイドラインに基づ

いた各種補助金等の適正な交付について、公益

性、公平性、有効性について検証し、現状維持と

なるものと縮減対象となるものに分類し、縮減対

象となるものは R2～R4 までの３カ年で段階的に

縮減し、補助率も補助対象事業費の 50%以内とな

るように取り組む。 

新 ガイドライン達成率 

（補助金等実施主体の

補助率 1/2 以内の達成

率） 

R1:93.5%（529/566 件）

⇒R6:100% 

財政課 

④ 地方公営企業の経営健全化 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

19 病院改革プラン

による経営改善 

 「新南砺市立病院改革プラン」の進捗を検証し、

経営の一元化や機能分担を専門部会、幹事会、推

進委員会で話し合い、病院運営改革委員会で審議

し、良質な病院経営に引き続き取り組む。 

継 医業収支比率 

H30:90.9%⇒R6:92.0% 

医療課 

⑤ 公共施設の再編（機能強化、統廃合、民営化） 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

20 市有資産の民間

活用促進と整理

譲渡 

 第 2次南砺市公共施設再編計画の方向性に基

づき、施設の統廃合、売却・譲渡を促進する。ま

た、普通財産の売却や貸付することで、有効な利

活用に向けて取り組み、効率的な財産管理を図

る。 

継 再編対象施設の普通財

産への移行延床面積 

R1:16,000 ㎡

⇒R6:62,000 ㎡ 

行革・施設

管理課 

 

（２） 定員管理と人件費の適正化 

① 組織再編や業務の整理、統廃合に伴う職員数の削減 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

21 定員適正化計画

に基づく職員定

数の適正化 

 適正な業務の執行を確保し、組織再編や業務の

整理・統廃合に対応した計画的な職員配置や定員

管理を図り、定員適正化計画に基づいた適正な定

員管理に取り組む。 

継 職員数 

R2:556 人⇒R6:519 人 

総務課 

② RPA や AI などの導入による業務の効率化 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

22 時間外勤務手当

の適正な支給及

び長時間労働の

削減 

 RPA や AI などの ICT 技術の導入で、複雑・多

様化する事務事業の業務効率化を促進し、職員の

長時間労働の抑制を図る。また、代休振替制度や

勤務日の適切な割り振り、フレックス制やテレワ

ークなど弾力的労働時間制度の導入を検討し、時

間外勤務手当の適正な支給に繋げる。 

 一方で、働き方改革やワークライフバランスの

観点から、時間外勤務時間管理の適正化を進める

ために、所属内での効率的・効果的な仕事の進め

方の指導や、事務事業廃止に伴う業務量の削減、

一人あたりの実質労働時間の縮減を図る。 

継 指標①RPA 導入による

業務削減時間 

R1:400 時間/年

⇒R6:1,000 時間/年 

指標②時間外勤務手当

支給申請時間と実在席

時間との乖離時間数

（管理職、2病院・保育

園を除く） 

R1（推計値）:平均 180

時間/人/年⇒R6:平均

160 時間/人/年 

総務課 
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（３） 人材育成推進と多様な人材の確保 

① 実務研修や自己啓発等を適切に組み合わせた人材育成 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

23 職員研修計画に

基づく研修の実

施 

 職員一人ひとりの能力開発及び意識改革を図

るとともに、職務に応じた知識や技術を習得さ

せ、質の高い行政サービスを目指し、職員研修計

画による研修メニューを充実させ受講者増加に

取り組む。 

継 延べ受講者（職員）数 

R1:580 人/年⇒R6:580

人/年 

※職員数減少のため実

質増加 

総務課 

② 多様な人材の確保と専門的業務に対応した職員配置 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

24 多様な人材の登

用 

 専門的な事務事業に対応するためには、その分

野に精通した人材や意欲のある人材を登用する

ことが効率的であることから、民間の職務経験者

の採用や一定期間を定めた任期付雇用を実施す

る。 

継 指標①採用試験の応募

倍率 

R1:3.37 倍⇒R6:4.0 倍 

指標②延べ任期付職員

数 

R1:0 人⇒R6:4 人 

総務課 

 

Ⅲ 市民と共に取り組む市政の推進【市民が主体の行政】 

（１） 公正性確保と透明性の向上 

① 民意を反映するための審議会・委員会等の体制整備 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

25 女性委員登用の

拡大 

 男女共同参画社会の実現に向けて審議会、委員

会等における女性委員の登用の拡大に取り組む。 

継 公募委員選考委員会に

係る審議会等の女性委

員登用率 

R1:36.6%⇒R6:40% 

南砺で暮

らしませ

ん課 

② 公聴制度の充実 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

26 市民意見の聴取

方法の充実・聴取

機会の拡充 

 市民ニーズを市政に反映させるための意見発

言の機会である市政懇談会やまちづくり検討会

議や未来ミーティング等に、政治離れが懸念され

ている若年層の参加を促進し、幅広い年齢層が意

見や提言をしやすい環境づくりに取り組む。 

継 市民からの意見提言件

数 

R1:70件/年⇒R6:100件

/年 

情報政策

課 

27 見やすい探しや

すい市ホームペ

ージの検討 

 市ホームページ閲覧利用者の目的とする情報

検索を容易にする視点に立って改修を行い、利用

者の満足度を上げる。 

新 市ホームページ閲覧件

数 

R1:90 万件/年⇒R6:110

万件/年 

情報政策

課 

28 公聴機会の充実  計画策定や条例の制定・改廃を行う場合、パブ

リックコメント実施前に住民説明会や意見交換

会を開催し、広く市民の意見を取り入れる機会を

充実させる。 

 

新 パブリックコメント事

前公聴機会の開催割合 

R1:21.4%⇒R6:30% 

南砺で暮

らしませ

ん課 
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（２） 市民協働の市政の推進 

① 市民の自主的・主体的な地域活動や交流活動の支援 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

29 地域内分権制度

の推進 

 地域内で行う地域活性化や安全対策、環境整備

等には、行政と自治組織との連携強化が効果的で

あることから、協働体制構築に向けた勉強会や円

卓会議等を開催する。 

 

継 勉強会や円卓会議等の

開催回数 

R1:3回/年⇒R6:6回/年 

南砺で暮

らしませ

ん課 

30 市民の主体的な

活動の促進 

 小規模多機能自治の推進により、交流センター

を拠点とした事業活動に取り組める体制ができ

たことから、地域にある施設（道路、公園等）の

維持管理や水道メーター検針などの行政で実施

していた事業の中から、地域住民で実施した方

が、事業拡大が期待される事業は地域が主体とな

って実施する。 

 

新 地域で行った方が効果

の高い事業の地域への

延べ移行件数 

R1:0 件⇒R6:5 件 

南砺で暮

らしませ

ん課 

② 市民協働による事業の展開 

No. 改革事項 取り組み内容 
新継

別 
指標（目標値） 

統括部局

（課室） 

31 収益事業によ

る持続可能な

地域づくりの

展開 

 要支援認定を受けた方等に対して、住民（ボラ

ンティア）が「通いの場」を設け、体操・運動等

の活動等を行うサービス（通所型サービス B）や

資源ゴミの回収、農家レストランなどの地域住民

主体で収益事業に取り組み、持続可能な地域づく

りを目指す。 

新 通所型サービス Bなど

の延べ実施団体数 

R1:6 団体⇒R6:11 団体 

南砺で暮

らしませ

ん課 
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《参考》 

 本市を取り巻く現状［財政・人口・公共施設・職員数］ 

（１） 今後の財政見通し（歳入一般財源と性質別経費一般財源の見込み）：財政課（R 元年５月） 

 

 

（２） 人口の動向 （南砺市人口ビジョンより抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の財政見通し（歳入一般財源と性質別経費充当一般財源の見込み）

●シミュレーションの前提

●歳入一般財源と歳出充当一般財源との差額の推移 （単位：億円）
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

歳入一般財源　A 242.3 244.4 237.7 246.0 252.1 257.7 268.4 248.6 263.8 259.9 256.0 241.8 238.5 225.2 221.9 224.3 217.6 213.3 212.5 209.1

うち合併算定替以降の普通交付税 139.6 133.9 125.9 122.1 120.2 116.0 116.0 111.0 111.0 111.0 111.0
義務的経費、その他経費
充当一般財源　B

234.9 246.7 243.3 229.9 241.1 247.1 261.6 231.8 248.7 241.9 244.7 233.9 233.7 217.2 220.7 219.5 219.3 214.1 212.3 209.2

歳出充当一般財源総額
（投資的経費含む）　C

250.6 258.5 252.5 242.7 267.7 273.1 272.7 247.9 266.4 260.2 257.8 244.2 243.5 221.2 228.4 228.6 223.6 218.2 215.8 212.4

差　　額　A-B 7.4 △ 2.3 △ 5.6 16.1 11.0 10.6 6.8 16.8 15.1 18.0 11.3 7.9 4.8 8.0 1.2 4.8 △ 1.7 △ 0.8 0.2 △ 0.1

差　　額　A-C △ 8.3 △ 14.1 △ 14.8 3.3 △ 15.6 △ 15.4 △ 4.3 0.7 △ 2.6 △ 0.3 △ 1.8 △ 2.4 △ 5.0 4.0 △ 6.5 △ 4.3 △ 6.0 △ 4.9 △ 3.3 △ 3.3

（参考）財政調整基金残高 52.1 52.1 47.2 43.5 45.7 53.9 64.1 64.3 64.6 64.9 60.2 59.4 30.8 34.8 28.3 24.0 18.0 13 .1 9 .8 6 .5

（参考）減債基金残高 23.3 18.4 18.4 18.6 23.5 34.6 53.9 54.1 64.9 65.2 65.4 65.8 61.1 58.3 55.3 52.4 49.6 46.9 44.3 41.5

実質公債費比率（3ヵ年平均） 17.2 20.5 21.2 19.8 16.9 14.3 12.4 10.1 8.1 7.2 6.1 4.7 3.9 3.6 4.2 5.1 6.7 7.7 8.0 7.0

【表中の用語】
　・歳入一般財源　　　　　　 　　･･･　市税、地方譲与税、交付金、地方交付税、臨時財政対策債借入額、前年度繰越金
　・義務的経費充当一般財源　･･･　人件費、扶助費、公債費にあてた一般財源
　・その他経費充当一般財源　･･･　義務的経費、普通建設事業費、災害復旧事業費以外の経費にあてた一般財源。補助費、物件費、繰出金が主なもの。

④令和2年度以降、事業成果が高いと認められる旧総合戦略事業については、制度設計の見直しを図り、事業の整理統合を行った上で市単独事業として継続するものとして1.0億円を計上しています。

②将来的な公債費負担の軽減を図るため、H29年度以降、減債基金から2.8億円程度を計画的に繰り入れることとしています。なお、公債費のピークは令和4年度を見込んでいます。

■令和元年度以降における財政見通し（普通会計）については、当初予算ベース（総合計画実施計画ローリングを踏まえ）で作成しているものであり、今後策定予定である第２次総合計画（令和2年度～6年度）や、庁舎機能の再編を含む公共施設再編計
画の進捗等により、その見通しが大きく変動することが予想されるため、平成30年度決算を踏まえ、再度見直しを図っていくこととしています。
　なお、経常的に生ずる見込みの一般財源不足への対応策として、①一般行政経費に対する△5％シーリングの継続、②投資的経費に対するマイナスシーリングの実施、③行財政改革の推進を行います。

①普通交付税については、合併算定替えによる段階的縮減額を令和元年度まで見込んでいます。なお、令和3年度算定から、令和2年度実施の国勢調査人口が適用されることから、人口減による影響額を△5億円として試算し、令和3年度以降は、同額で
推移するものとして試算しています。

③義務的経費のうち、人件費については令和2年度までは定員適正化に基づく試算、令和3年度以降は退職者の3/4補充の職員数として仮試算、扶助費については、平成30年度以降、年率で1.65％の伸びで試算、また、公債費については、償還計画に
基づき計上しました。
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

億円

義務的経費・その他経費
充当一般財源

B

歳入一般財源

Ａ

激変緩和期間（5年間） R2以降一本算定

（決算ベース）

一般財源過不足額
（＝投資的経費に充当可能な一般財源額）

A-B

普通交付税合併算定替期間(H26まで）

歳出充当一般財源総額
（投資的経費含む） C

実質的な財源不足額
Ａ－Ｃ

道 路整備等５箇年計画

第２次総合計画（R２～６）

（当初予算ベース）（決算見込み）
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（３） 公共施設再編の概要 （第２次南砺市公共施設再編計画より抜粋） 

 

（４） 第１次定員適正化計画から第３次定員適正化計画までの計画職員数の推移と目標数 

（第３次南砺市定員適正化計画より抜粋） 
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